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【2019年度安全活動計画の策定】
原子力事業本部管内において、２年前（2017年度）に労働災害が多発したことを受けて 「アクションプラン」を策定し、以降、「アクションプラ

ン」の内容を安全活動計画に取り込み、継続した取組みを展開してきている。
2019年度については、当該「アクションプラン」の内容ならびに2018年度に発生した労働災害の対策を踏まえて、全18項目に及ぶ安全活動計

画を策定の上、着実に取組みを展開している状況である。

2019年度 原子力事業本部 安全活動計画の概要について

【その他活動項目】

・ゼネコン各社との情報共有、ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

・災害事象や再発防止対策の水平展開

・安全活動に対するﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝの向上

・「安全の行動の誓い」の定着

・安全活動計画の実施状況のﾁｪｯｸ

《2019年度 安全活動計画》
下記のとおり、対象層や工事の段階などに応じて、「漏れ」も「重複」も回避した計画を策定

１

2019年度について、労働災害発生件数は増加しており、なかでも2019年9月～10月
には、美浜・高浜・大飯の各発電所にて重大な労働災害が発生しているほか、『基本
動作の不遵守』を要因とした労災が大きく増加している状況。

【2019年度 労働災害発生状況】



【事象の概要】

１．事象発生日時：２０１９年９月１７日(火)１１時５２分頃
２．事象発生場所：美浜発電所３号機 燃料取扱建屋
３．被災者：２名
４．状況：ブロック状に切断した無筋コンクリートを、クレーンを用いて吊り上げ移動させていたところ、ブロックの下半分（約２トン）が

割れ、隣接する足場上に落下した。このため足場が崩れ、足場上でクレーン操作者等に吊り上げ作業の合図を出してい
た作業員１名が約2.4ｍ落下して負傷。また、足場付近に退避していた作業員１名が崩れた足場材に当たり負傷。
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EL.
31.8m

旋回

②ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸが足
場上に落下し、足場
が倒壊

⑤被災者Ｂは、倒壊した
足場材に当たり負傷した
ものと推定

ＤＣ

高さ：
約2.4m

倒壊範囲

③被災者Ａが安全帯を
倒壊した足場手摺につ
けており、倒壊する足場
と一緒に落下

①旋回中にｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾞﾛｯｸの下半分が
落下

Ｂ

④被災者Ａは落下したｺﾝｸ
ﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ上に転落

安全帯

（１）吊荷自体が破壊する可能性のある吊荷に対する取扱い検討が不
十分

（２）吊荷が破壊した際の影響範囲の考慮が不十分

【原 因】

・ 吊荷自体が破壊する可能性があるもの（※）については、ラッシングベルト
等による一体化を行ったうえで揚重を実施

・ 吊荷自体が破壊する可能性があるもの（※）の吊上げ時は、全員、吊荷
の落下による影響を受ける可能性のある範囲から退避

・ 吊荷自体が破壊する可能性がある場合の、落下防止ならびに落下影響
範囲からの退避について、リスクアセスメントを行う際の着眼点として明
確化し、発電所での実施事項（ルール）に追記

【再発防止対策】

2019年9月17日発生 美浜発電所 労働災害概要 2

（※）腐食した配管・機器類等、無筋コンクリートなど



【事象の概要】

１．事象発生日時：２０１９年９月１９日 １５時３０分頃
２．事象発生場所：高浜発電所１，２号機 作業用トンネル
３．被災者：９名
４．状況：溶接作業に従事していた作業員のうち１名が倒れ、全員が現場から退避したものの、その後、他の作業員含め、全員が体調不良。

全員病院に運ばれ、一様に一酸化炭素中毒の症状が発現した。
５.  補足：午前中の作業で頭痛を訴えた作業員がいた。

【原 因】
（１）当該作業現場で使用していたエンジン付溶接機（ガソリン駆動）等から、一酸化炭素が発生
（２）作業現場では送気ファン、排気ファンを設置していたが、通気が不十分なため、一酸化炭素が滞留
（３）作業現場の一酸化炭素濃度を測定していなかったため、一酸化炭素濃度の上昇に気が付かず、中毒を発症

【再発防止対策】

（１）当該現場には、トンネル先端まで新たに送風管を設置して空気を供給することで、換気環境を改善する。
（２）当該現場の溶接作業では、一酸化炭素を発生しない電気式溶接機を使用する。
（３）当該現場の換気環境が改善されていることを確認するため、内燃機関を使用時は一酸化炭素濃度を継続的に計測する。

2019年9月19日発生 高浜発電所 労働災害概要 3

※最大300～500ppm（許容値50ppm以下 ）

作業責任者

集塵機 フォークリフト
送気ファン 高所作業車

エンジン付溶接機
主な一酸化炭素発生源

排気ファン

作業員の一酸化炭素中毒が発生作業場所周辺に一酸化炭素が滞留※

図１ 作業場所周辺の状況［断面図］

本坑トンネル 分岐トンネル

本坑トンネルでは作業前に一酸化
炭素を測定していたが、分岐トンネル
内では一酸化炭素を測定せず
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負傷した作業員の動き
① 型枠と鉄筋をボルトで固定する際、鉄筋

の位置調整をしようと足場Aから型枠に
登って調整

② 型枠から足場Aに戻ろうとして、約4m下
の底面に転落

作業状況イメージ図

鉄筋

（１）型枠を大組工法で設置するにあたり、作業床を設けていなかった。
（２）作業員が基本ルールを遵守しておらず、作業責任者も基本ルールを遵守させなかった。

また、安全に作業できないことが分かった時点で立ち止まって別の方法を検討しなかった。

【原 因】

・ 妻型枠の設置作業を１ピースずつ作業床上で実施できるよう、足場の位置変更、増設を
行う。

・ 当社および元請会社が、作業責任者の安全管理状況および指示状況を確認し、適切な
現場管理を行うよう指導。

・ 土木建築工事を対象に「特殊な作業場所・作業方法に起因した危険はないか」等の視点
での現場確認を実施。

【再発防止対策】

【事象の概要】
１．事象発生日時：２０１９年１０月３１日(木) ８時４８分頃
２．事象発生場所：大飯３，４号機構内トンネル
３．被災者：１名
４．状況：トンネル掘削後、内面に覆工コンクリートを打設する際の扇状の妻型枠を設置する作業を行っていた作業員が、型枠を固定するための連結ボルトの位置を

調整する必要が生じたことから、足場から型枠に登って調整を行い、足場に戻るときに足を滑らせて約４ｍ下の底面に転落した。

2019年10月31日発生 大飯発電所 労働災害概要 4



事象
2019年9月17日

美浜発電所での災害
2019年9月19日

高浜発電所での災害
2019年10月31日
大飯発電所での災害

概要

・吊上げ中のコンクリートブロッ
ク下半分が割れて落下した。

・作業員は、吊上げたコンク
リートブロックの移動範囲
（旋回範囲）外に退避して
いたが、ブロック落下により倒
壊した足場上にいたため、足
場と共に落下し、負傷した。

・送排気ファンを設置し、換気
評価を行っていたが、トンネル
内の換気が不十分であり、エ
ンジン付溶接機から発生した
一酸化炭素が当該場所に滞
留し、作業員が一酸化炭素
中毒を発症した。

・コンクリートを打設するための
型枠を取り付ける際、鉄筋の
位置ずれを足場上で調整でき
なかったことから、足場から身を
乗り出して離れ、型枠に上り、
高所から転落し、負傷した。

問題点

・コンクリートブロック落下時の
影響範囲に対する考慮が不
十分であった。

・換気評価が不十分であった。
・一酸化炭素発生に対する検
討が不十分であった。

・作業前に抽出したリスクへの対
策「足場から身を乗り出さな
い」が守られていなかった。

（基本動作の不遵守）

重大災害の撲滅には、『現場実態およびその変化を考慮した作業実施前
の十分なリスクの抽出』が不可欠であり、そこから得られた『基本ルールや基
本動作の遵守・徹底』が必要。

5今回の重大な労働災害から得られた示唆



取組むべき
内容

ポイント 具体的取組内容

①重大災
害を撲滅
するための
取組み

リスク抽
出の充実

○十分にリスクを抽出するための取組み
・労働安全に係る現場確認の実施
・トンネル作業に係るリスクコード表の充実
・リスク評価手順の充実
・重大災害防止に観点を置いた、安全技術アドバイザーによるパトロールの充実
・あらゆる場面におけるリスク抽出力の向上に向けた、研修内容等の充実

一旦立ち止ま
ることの徹底

○発電所長が全作業員に対し「想定していなかった状況が確認された場合は、作業の遅れを気にせず、必ず、
一旦立ち止まること」等を直接注意喚起

（土木建築協力会社の各社に対しては、別途、朝礼等の場で「一旦立ち止まることの重要性」等を記載した
書面を配布して周知を実施）

②基本動
作不遵守
による災
害を防止
するための
取組み

基本動
作遵守の
徹底

安全活動計画に基づき徹底を図ってきた、TBMや朝礼の場などでの基本動作の遵守に向けた取組みに加え、

○無災害を継続している協力会社のヒアリング結果等を踏まえた、
「基本動作遵守 徹底キャンペーン」を原子力事業本部大で展開中（10月～11月）

・『基本動作遵守』に着眼点を置き、一歩踏み込んだＴＢＭ－ＫＹの実施
・元請協力会社によるディスカッションの実施
・いつもとの違いや予兆を感じた際には、『必ず、一歩立ち止まる』ことの徹底

○加えて今後、キャンペーンの結果や安全衛生コンサルタント等との議論を踏まえ、
作業員一人ひとりに基本動作を遵守してもらうためのTBMやパトロール等のあり方を検討する

2019年度の労働災害発生を踏まえた今後の取組みの方向性

現在の労働災害発生状況を踏まえ、

①『重大災害を撲滅するための取組み』 ②『基本動作不遵守による災害を防止するための取組
み』という２つの観点からの取組みを展開する。

6

～ 1413

～ 127
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【リスクアセスメントの実施】

「リスクアセスメント
実施記録」

作業の実施

当該作業のリスクコード・
注意事項を記載

【安全作業指示書作成】

【作業着手】

ＫＹボード

【ＴＢＭ（ＫＹ
活動含む）の実
施 】

現場確認によるリスクアセスメントの再実施
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ャ
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ク
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ス
メ
ン
ト

現場実態・
現場環境により
ギャップ発生の虞

協力会社 関西電力

「リスクアセスメント
実施記録」

確認

現場観察の実施

【現場確認によるリスクアセスメント】

作業計画書

【作業計画書作成】 作業手順や注意事項への反映

 労働安全衛生マネジメントシステムを進めるに
あたり、リスクアセスメントを実施

 各作業に含まれるリスクの抽出およびそれに即
した評価と予防対策を実施することで労働災
害の発生を防止

【現在の取り組み】

現場作業実施中の全工事において、各作業のリスクが適
切に抽出・評価されていることを再度確認し、必要によって
是正を実施することで、今後の重大な労働災害発生を防
止する目的で労働安全に係る現場確認を実施する

【重大災害発生を踏まえた現場確認】
重大な

労働災害発生

①重大災害を撲滅するための取組み 重大災害発生を踏まえた労働安全に係る現場確認 7



①重大災害を撲滅するための取組み 重大災害発生を踏まえた現場確認 実施フローおよび実施結果 8

リスク把握状況の
現場確認

（協力会社）

現場確認
（関電＋外部専門家）

Ｙ

Ｎ

現場確認
（関電）

対応不要

リスク把握状況の
再評価
（関電）

Ｙ

Ｎ
Ｙ

【実施フロー】

新たなリスクが
検出されたか？

重大災害につながる
可能性が高い工事か？

Ｎ

【実施結果】

※ 関電と外部専門家による現場確認：約100件、
関電による現場確認：約730件
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【新たに検出されたリスク】

 現場確認の結果、新たに検出されたリスクのうち、
「危険・有害作業」「高所作業」「重量物取扱作
業」「運搬作業」の４項目に集中

９要因分析

重大災害につながる
可能性が高い工事か？

 実施中の約940件の工事について、現場確認を実
施し、各作業のリスクが適切に抽出・評価されてい
ることを再度確認
重大災害につながる可能性が高い工事について、
現場確認※を実施し、低減対策の履行状況を再
度確認



9

③あらゆる場面におけるリスク抽出力の向上に向けた、研修内容等の充実

①重大災害を撲滅するための取組み 重大災害発生を踏まえた現場確認 要因分析

項目（リスクコード表での分類）
作業内容 リスク

大分類 中分類

危険・
有害
作業

化学物質等取扱作業 • 特重トンネル内での塗装作業
• 揮発した有機溶剤、
化学物質の吸引

酸素欠乏作業 • トンネル内での溶接・溶断作業 • CO中毒

粉じん作業・特定粉じん作業
• トンネル内でのアンカー打設、
コンクリートはつり作業

• マスク装着不備による
粉塵の誤吸引

高温・低温環境作業
• 特重トンネル内での高温多湿環境で連続作業
• 特重トンネル内での足場周辺作業

• 熱中症
• 照度不足による転倒

高所
作業

単管本足場 • トンネル内での単管本足場上の輻輳作業

• 高所（足場）からの転落

枠組足場 • トンネル内での枠組足場上の輻輳作業

足場の組立・解体 • トンネル内での足場の組立・解体作業

移動式足場、作業構台作業 • トンネル内での移動式足場、作業構台作業

開口部作業
• 安全対策工事・特重工事（トンネル内含む）での

開口部（足場）作業

安全ネット • トンネル内での安全ネット設置作業

高所作業車作業 • トンネル内での高所作業車作業

重量物
取扱
作業

玉掛け作業、荷吊り作業、
ワイヤロープ使用作業

• 安全対策工事および特重工事での
資材の揚重作業

• 吊荷落下による被災クレーン作業

ウィンチ作業
• 安全対策工事でのウィンチ、チェーンブロック
による資材の揚重作業

運搬
作業

フォークリフト • 特重トンネル内での資機材の運搬作業
• 道路の凸凹溝等の
段差により転倒

車両系建設機械 • 安全対策工事での資機材の運搬作業
• ダンプトラック等の
車両との接触

荷役・運搬機械 • 特重工事での資機材の運搬作業 • 運搬機械と壁との挟まれ

上記4項目以外のリスクコードの確認結果も、上記と同様の結果であることを確認

【対策項目】

①トンネル作業に係るリスクコード表の充実
②リスク評価手順の充実

10

11

トンネル内
作業

輻輳作業

〔作業場所〕

〔作業種別〕

揚重作業

気温・湿度

〔作業環境〕

資機材
運搬作業

【共通要因】 【抽出されていなかった要因】

（過去実績の少ないトンネル作業）

【リスクの内容：集中しているリスク４項目】

（美浜労災を踏まえ、落下影響を
広範囲で確認し検出されたリスク）

ＴＢＭ・ＫＹで低減対
策できているリスク

現場実態のリスク評価不足

①実績の少ないトンネル内作業でのリスク抽出
②現場実態に対応したリスク抽出

【対策内容】

作業計画段階での抽出不足

（過去実績のある作業）

→リスク抽出の充実 が必要

→リスク評価手順の充実 が必要

現場実態のリスク評価不足

現場実態のリスク評価不足

→リスク評価手順の充実 が必要

→リスク評価手順の充実 が必要
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 リスク抽出力の向上のために、リスクコード表の発電所内工事において、「トンネル構築」及び
「トンネル内機電作業」を追記

◎:致命傷災害の可能性有り 〇：重大災害の可能性有り △:軽度災害の可能性有り
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全般
全ての屋外作業、大型車両による構外運
搬作業

全般－１ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アーク溶接作業 溶接－１ (1/2）（2/2） ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｔｉｇ溶接作業 溶接－２ (1/2）（2/2） ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

プラズマ溶断作業 溶接－３ (1/2）（2/2） ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

ガス溶断作業 溶接－４ (1/2）（2/2） ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

ガスボンベ取扱 溶接－５ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

【共通事項】 玉掛け作業、荷吊り作業 (1/4）～（3/4） ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

                  ワイヤロープ使用作業 （4/4） ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

クレーン作業 重量物－１ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

移動式クレーン作業 重量物－２ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

エレベータ、建設用リフト 重量物－３ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

ウィンチ作業 重量物－４ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

チェーンブロック作業 重量物－５ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【共通事項】 安全帯使用作業 高所－共 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

足場の組立・解体 高所－１ (1/4）～（4/4） ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

単管本足場 高所－２ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

枠組足場 高所－３ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ○ ○ ○

吊足場 高所－４ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

移動式梯子、脚立作業 高所－５ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

移動式足場、作業構台作業 高所－６ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

開口部作業 高所－７ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

安全ネット 高所－８ ◎ △ ○ ○ ○ ○

ゴンドラ作業 高所－９ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

高所作業車作業 高所－１０ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

フォークリフト 運搬－１ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

車両系建設機械 運搬－２ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

コンベア 運搬－３ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

荷役・運搬機械 運搬－４ ◎ ◎ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

人力運搬作業 運搬－５ (1/2）（2/2） ◎ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

有機溶剤取扱作業 有害－１ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

化学物質等取扱作業 有害－２ (1/4）～（4/4） ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

酸素欠乏作業 有害－３ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

粉じん作業・特定粉じん作業 有害－４ (1/2）（2/2） ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

騒音作業 有害－５ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

振動作業 有害－６ ◎ ○ ○ ○ ○

高温・低温環境作業 有害－７ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

危険物取扱作業 有害－８ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

操作・手作業 有害－１０ ◎ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

潜水作業 潜水作業 潜水－１ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

原動機、回転工具等使用作業 工具－１ (1/2）（2/2） ◎ △ ◎ ◎ ○ △ ◎ △ ○ ○ ○ ○

研削といし・ﾜｲﾔｰﾊﾞﾌ作業、研磨作業 工具－２ (1/2）（2/2） ◎ ○ ◎ △ △ ○ ○ ○ ○

電気機械器具等点検 工具－３ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電気機械器具・配線 電気－１ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

停電、活線作業 電気－２ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ○ ○ ○

火気取扱 火気等の管理 火気－１ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

安全通路確保 安全通路の確保 通路－１ ◎ ◎ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

輻輳作業 輻輳作業（エリア等） 輻輳－１ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

放射線区域（２区域）立入作業 被ばく－１ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高放射線区域（３区域）立入作業 被ばく－２ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高線量当量率物品取扱い作業 被ばく－３ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

汚染区域立入作業 汚染－１ (1/2）（2/2） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高汚染物品手入れ、系統開放、汚染水
取扱作業 汚染－２

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

グリーンハウス等汚染エリア解除作業 汚染－３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

汚染区域からの物品搬出作業 汚染－４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工具、機材、ホースの取扱作業 汚染－５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

廃棄物取扱作業 汚染－６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

機械の組立解体 建設機械－１ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○

コンクリート打設、解体作業 建設機械－２ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

くい打ち 建設機械－３ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○

ボーリング 建設機械－４ (1/3）～（3/3） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

舗装 建設機械－５ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

モノレール 建設機械－６ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○

型枠 型枠－１ ◎ ◎ △ ○ ◎ ○ ○ ○

鉄筋加工組立 型枠－２ ◎ ◎ △ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

明り掘削 掘削－１ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○

土止め支保工 掘削－２ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

トンネル掘削 掘削－３ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○

運搬作業 掘削－４ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

排水・排泥作業 掘削－５ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○

伐採作業 伐採－１ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

除草作業 伐採－２ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

鋼材組立・解体作業 鋼材組立・解体作業 鋼材－１ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

整形作業 法面－１ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○

吹付け作業 法面－２ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○

発破作業 発破作業（安衛則） 発破－１ (1/2）（2/2） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

発破作業 発破作業（火取施行令） 発破－２ (1/5）～（5/5） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

屋外作業 害虫、獣 屋外－１ (1/2）（2/2） ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

守衛 施設警備 守衛－１ ◎ ○ ○ ○ ○

分類記号

中
毒
・

障
害

お
ぼ
れ

吸
い
込

ま
れ

身
体
の

汚
染

さ
さ
る

委託業務恒常業務２次系機器設備１次系機器設備悪
天
候

危　険　要　因

火
傷

感
電

火
災
・

爆
発

ば
く
露

挟
ま
れ

巻
き
込

ま
れ

墜
落
・

転
落

高所作業

溶接溶断作業

中　分　類

重量物取扱作
業

重量物－共

大　分　類

過
度
の

被
ば
く

切
れ
・

擦
れ

激
突

刺
さ
れ

、
咬
ま
れ

無
理
な

動
作
・

　
動
作

の
反
動

転
倒

飛
来
・

落
下

発　　電　　所　　内　　工　　事

ト
ン
ネ

ル
内
機
電
作
業

ト
ン
ネ

ル
構
築

法面保護作業

建設機械取扱
作業

型枠・鉄筋作業

掘削作業

伐採作業

放射線作業
汚染

運搬作業

治工具取扱

放射線作業
被ばく

電気取扱

危険・有害
作業



リスクアセスメントの流れ

作
業
計
画

作
業
中

リスクアセスメントの流れ

作
業
計
画

作
業
中

安全作業指示書

【リスクアセスメントの実施】

「リスクアセスメント
実施記録」

作業の実施

【安全作業
指示書作成】

【作業着手】

ＫＹボード

【ＴＢＭ
（ＫＹ活動含む）の実施 】

作業計画書

【作業計画書
作成】

作業手順や
注意事項への反映

対策

＜変更前＞ ＜変更後＞

①重大災害を撲滅するための取組み リスク評価手順の充実 11

安全作業指示書

【リスクアセスメントの実施】

「リスクアセスメント
実施記録」

ＫＹボード

作業計画書

作業手順や
注意事項への反映

作業計画書見直し時
リスクアセスメント再実施

 作業計画段階で想定していなかったリスクが現場で確認された場合、リスクアセスメントを
再実施する運用を追加

作業内容変更時
作業計画書見直し

作業計画段階で
想定していなかった
リスクが現場で確認
された場合

作業の実施

※作業計画書を修正
しない場合でも
リスクアセスメントを
再度実施



当社
協力会社

（土木建築工事）所長室（労安） 工事所管箇所（土木建築部門）

提出

重大災害防止に観点を置いた、安全技術アドバイザー（AD）によるパトロールの充実

重大災害の発生状況を踏まえ、土木建築工事における「重大災害につながる危険要因がある作業」や「体
制変更が発生した作業」等を対象として、安全技術アドバイザーによるパトロールを重点的に実施することで、
重大災害の防止を図っていく。

ADパトロール対象の作業について、労働
安全コンサルタントの資格を有した安全技
術アドバイザーによるパトロール実施を調整

ADパトロールの実施（労安箇所、工事所管箇所が同行）

〔ADパトロール対象件名の抽出〕
重大災害防止に重点を置き、以下の観点から対象件
名を抽出する

①下記項目に該当する作業
・高所作業
・揚重作業
・有害作業（溶接作業、有機溶剤作業等）

②作業体制を変更した作業（例:土木工事→建築工事）

③上記以外で重大災害に繋がるリスクがあると判
断した作業

作業所管箇所によるパトロール
ADパトロール

の調整

内容確認 翌週の作業予定

ADパト対象 ADパト対象外

12

土木建築
作業現場



②基本動作不遵守による災害を防止するための取組み

『基本動作遵守 徹底キャンペーン』の取組項目の詳細は以下の通り。
取組期間 ： ２０１９年１０月１日（火） ～ ２０１９年１１月３０日（土）

13

実施項目 取組内容

注意喚起ツール
（ポスター等）の手
交・掲示

各事業場や工事・作業現場等へ、ポスター等の注意喚起ツールを掲示する。

『基本動作遵守』に
着眼点を置き、一
歩踏み込んだＴＢ
Ｍ－ＫＹを実施す
る。

①各作業現場でのＴＢＭ－ＫＹ時に、作業員全員が自身の『ウィークポイント』と基本動作遵守を徹底す
るための『基本行動宣言』を行う。

②各作業現場でのＴＢＭ－ＫＹ時に、作業責任者は『基本行動宣言』に対する相方向コミュニケーション
を行う。

③ウィークポイントや相方向コミュニケーションを行った基本行動宣言の内容について、ＫＹボードや「私の基本
行動宣言」ツールに記載の上、現場に掲示する。

④上記、①～③の取組みが実施出来ているかを確認するため、原子力事業本部と各発電所が一体となり、
社員パトロールにおいて重点的に現場観察を行う。

元請協力会社によ
るディスカッションの
実施

『安全の取組みは自分事』として根付かせることや、『基本動作の遵守』を確実に実施し習慣化することを、現
場第一線の作業員の方々まで考え・行動させるために、各元請協力会社に「どのような取組みをすれば基本
動作遵守を徹底させることが出来るのか」という内容のディスカッションを実施頂く。

予兆を感じた際には、
『必ず、一歩立ち止
まる』ことの徹底

『設備や作業環境に、いつもとの違いや予兆を感じた場合』や『体調変化の兆しを感じた場合』には、災害やト
ラブルが発生する可能性を秘めていることから、必ず一歩立ち止まることを、朝礼やＴＢＭ・ＫＹ等の各場面
において徹底する。
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『基本動作遵守 徹底キャンペーン』については、ポスターや「私の基本行動宣言 様式」などの各種
ツールを活用し、積極的に展開中。



過去のご意見に対する
取組状況について



■第16回原子力安全検証委員会の場でご意見を頂戴した、「労災対策の重点化」について

労働災害の再発防止対策の重点化について 15

ご意見 取組方針

①労働災害の再発防止対策の重点化

重大な労働災害が発生しているので様々な対策を取っている。あわ
せて、非常に多忙感があるという現場の悩みが伝わってきた。いかに
現場が安全文化を保って取組めるかを考えると、再発防止対策の取
組みを最適化する必要があるのではないか。そのために再発防止対
策で発見した問題の安全上の重要度、影響度、対策の効果の分
析をやるべきではないか。その上で効果的な対策に重点化してしっ
かり取組むという再発防止対策全体を最適化する。そうやって、問
題を同時に解決する方法を探っていかなければいけない。

第16回検証委員会(2018.6.1)

【取組方針】

労働災害が発生する都度、その原因を分析し、必要な対策を実施してまいりました。今

後、それらの再発防止対策について、現場第一線の協力会社の方々の意見を聞き取り、

その結果も踏まえて、安全上の重要度や効果の大きさについて2018年度上半期を

目処に改めて対策の見極めを行い、労働災害防止に向けての取り組み内容の最適

化を図ってまいります。

【所管部門：原子力事業本部】

労働安全は人命などと同じくリスク概念として上位にあるものだから、
安全対策の中に外せない施策もあると考える。効果が低いとして止
めると、土台が崩れてしまう項目があるような気がする。座標軸をも
う一つ加えるのは難しいかもしれないが、安全を支える基本的な施
策は外して、見直すほうが良いと思う。
また、協力会社にも丁寧に説明し、理解を得る必要がある。

第18回検証委員会(2019.6.5)

【取組方針】
土建工事が落ち着いたタイミングで実施する労災対策の重点化については、安易に効
果が低いなどの理由によって取りやめなどを検討するのではなく、関西電力（発注
者）として、労働災害防止に向け持っておくべき視点（安全意識の醸成や教育研修、
安全行動の徹底などの観点）も加味しながら、直近の労働災害の発生状況も踏まえ
検討してまいります。
なお、重点化後の安全健康活動計画については、重点箇所や変更箇所などについて
協力会社へ丁寧にご説明してまいります。

【所管部門：原子力事業本部】

本日、ご確認いただきたい箇所

取組状況

「労災対策の重点化」については、上記方針に従って実施してまいります。現在、各種工事が最盛期を迎え
ているとともに、新たに労災も発生している中、対策の抜け・漏れがなく、また、作業員の安全に対する意識面
や緊張感の持続にも配慮しながら、労働災害防止対策の充実に取り組み中です。これら労働災害やその対
策を踏まえ、施策の取捨選択を伴う労災対策の重点化は、土建工事が落ち着いたタイミングで実施すべく、
具体的な内容について検討を進めてまいります。


